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山形県教育委員会 



 

ま え が き 

 

 

学校は、子どもの健やかな成長と自己実現を目指して学習活動を行うところ

であり、その基盤として安全・安心な環境が確保されている必要があります。     

しかしながら、東日本大震災のような災害や不審者による刺傷事件、麻しん

や新型インフルエンザなどの感染症の流行などに対し、学校は子どものいのち

を守る視点から様々な対応が求められる状況にあります。 

また、近年、児童生徒等のアレルギー疾患が増加傾向にあり、急性アレルギ

ー反応「アナフィラキシーショック」の事故や感染症に対する危機管理体制の

確立に向けた取組が求められています。 

県教育委員会では、各学校がこのような状況を踏まえた、より効果的な危機

管理対策を進めるための参考資料として、平成 22 年 11 月に「学校における危

機管理の手引き」の「総論」、「学校安全編」を発行しておりますが、このたび

「学校給食編」と併せて「学校保健編」を発行いたします。 

「学校保健編」は、学校における「アレルギー疾患」「感染症」「学校環境衛

生」について、「事前の危機管理」「緊急事態発生時の危機管理」「事後の危機管

理」の「三段階の危機管理」に即した基本的な考え方と方策等について示し、

各学校における具体的な対応の参考資料となるよう、簡潔で分かりやすい内

容・構成にしました。 

各学校においては、本書を参考に、研修や訓練等で活用し組織的な危機管理

の取組を進めるとともに、学校教育活動における保健・安全のより一層の推進

をお願いします。 

 おわりに、本書の作成にあたり御指導、御助言を賜りました関係の方々に、

心から感謝申し上げます。 

 

平成２５年３月  

山形県教育委員会教育長  

相馬 周一郎 
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